
白川町訓令甲第４２号 

 

                               庁 中 一 般 

                               各 出 先 機 関 

 

白川町林業機械貸出要綱を次のように定める。 

 

令和７年９月２５日 

  

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

   白川町林業機械貸出要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、白川町が所有する林業機械の貸出しに関し必要な事項を定めること

により、適正な運用を図り、町内の森林整備及び地域環境の保全に資することを目的と

する。 

（貸出対象者） 

第２条 林業機械の貸出対象者は、町内に住所を有する個人及びそれらの者を主体に構成

される団体並びに町内の森林整備事業に従事する事業者とする。 

（貸出期間等） 

第３条 １回の貸出期間は、原則として貸出日が火曜日で返却日が翌週月曜日の７日間と

する。この場合において、貸出日又は返却日が次に掲げる日に当たるときは、その日以

後直近の開庁日を当該貸出日又は返却日とする。 

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(2) 前号に掲げる日を除く１２月２９日から翌年１月３日まで 

２ 前項の規定に関わらず、町長が認める場合は、貸出日及び返却日並びに貸出期間を変

更することができる。 

３ 林業機械の受渡しは、午前８時３０分から午後５時１５分までの間に行うものとする。 

（貸出料等） 

第４条 貸出料及び使用条件は、別表のとおりとする。ただし、次のいずれかの場合には、

貸出料を徴収しないものとする。 

(1) 道路景観整備事業その他町が実施する森林整備事業に使用する場合 

(2) 公共用地等の伐採事業に使用する場合 

（貸出申請等） 

第５条 林業機械の貸出しを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、林業機械

貸出申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を貸出しを受けようとする日の３

日前までに町長に提出しなければならない。 

（貸出しの決定） 

第６条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請内容を審査の上、貸出



しの適否を決定し、林業機械貸出決定書（様式第２号）により申請者に通知するものと

する。 

（貸出しの取消し） 

第７条 町長は、貸出しの決定を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号のいず

れかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、又は貸出した林業機械を返却さ

せるものとする。 

 (1) 使用者が林業機械を正常に稼働させることができないと判断したとき。 

(2) 偽りその他不正な行為により貸出しを受けたとき。 

(3) 次条第３項及び第４項に掲げる遵守事項に違反したとき。 

(4) その他町長が貸出すことが適当でないと認めたとき。 

（使用者の遵守事項） 

第８条 使用者は、林業機械の貸出しを受けてから返却をするまでの間、林業機械を適切

に管理するとともに、使用するときは事故防止に努めなければならない。 

２ 使用者は、機械の破損等があった場合には、速やかに町担当課へ報告し、修繕の措置

について指示を受けなければならない。 

３ 使用者は、林業機械を転貸してはならない。 

４ 使用者は、林業機械を申請書に記載した目的以外に使用してはならない。 

５ 使用者は、貸出期間を遵守し、期限までに返却しなければならない。 

 （林業機械の受渡し） 

第９条 使用者は、林業機械の貸出しを受ける際に、町担当課職員から操作方法の説明を

受けなければならない。 

２ 使用者は、林業機械の貸出し及び返却の際に、町担当課職員とともに林業機械の状況

及びアワーメーターの数値を確認するものとする。 

３ 使用者は、林業機械を返却するときは、燃料を満タンに補充してから前項の確認を受

けた後、林業機械返却確認書（様式第３号）を町長に提出しなければならない。 

（返却遅延） 

第１０条 使用者は、貸出期間内に返却できないときは、町担当課職員にその旨を速やか

に申し出て指示を受けなければならない。 

２ 町長は、使用者が前項の申出がないまま期限を超過した場合は、超過時間に応じた貸

出料を徴収することができる。 

３ 町長は、使用者が正当な理由なく返却が遅延した場合は、以後の貸出を制限すること

ができる。 

（損害賠償） 

第１１条 第７条の規定により貸出しの決定を取消し、又は貸出した林業機械を返却させ

た場合において、使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。 

２ 使用者が、故意又は過失により事故を起こし、使用者又は当該事故に係る者に損害が

生じても、町はその賠償の責めを負わない。 

３ 使用者は、故意又は過失により林業機械を亡失し、又は損傷したときは、現品又は相

当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると

認めたときは、これを免除することができる。 



（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、貸出しに関して必要な事項は、町長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

 

林業機械名 型 式 貸出料 使用条件 

ウッドチッパー ＧＳ１０２ＧＨ 貸出時及び返却時のアワ

ーメーターの差に１時間

当たり２，０００円を乗

じた額（１００円未満の

端数が生じたときは、こ

れを切り捨てた額）とす

る。 

(1) 建築用材その他の

加工木材の処理には

使用しないこと。 

(2) 竹及び直径１０セ

ンチメートル以下の

伐採木の破砕に限定

すること。 

  

 

  



様式第１号（第６条関係） 

 

白川町林業機械貸出申請書 

 

年  月  日 

 

白川町長 様 

 

申請者 住  所  

                  氏  名 

（団体名）  

                  電話番号             

 

下記のとおり、林業機械の貸出しを申請します。 

 

１ 貸出機械   

 

２ 使用目的                         

 

３ 使用場所                         

 

４ 使用期間      年  月  日 ～   年  月  日 

 

５ 使用予定時間         時間 

 

６ 使用責任者  氏名          電話番号       

 

 

備考 使用にあたっては「白川町林業機械貸出要綱」を遵守します。 

 

 

林業機械受渡し時確認事項 

 林業機械使用説明者         課   

○林業機械の使用方法について上記担当者から説明を受けたので、その内容を理解し適

切に使用します。 

○借用した林業機械の使用については、説明を受けた者のみが操作します。 

 

             使 用 者                  

 



様式第２号（第７条関係） 

 

林業機械貸出決定書 

 

  年  月  日 

 

         様 

 

白川町長         

 

     年  月  日付けで申請のあった林業機械の貸出しについては、白川町林業

機械貸出要綱第６条の規定に基づき下記のとおり決定します。 

 

記 

 

林業機械の貸出    適   ・   否 

 

否とする理由  

 

（遵守事項） 

使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

１ 使用前に、町担当課職員から操作方法等について説明を受けること。 

２ 使用後は、燃料を満タンにして返却すること。 

３ 貸出及び返却時には、職員とともに機械の状況及びアワーメーターの数値を確認する

こと。 

４ 貸出しを受けてから返却をするまでの間、林業機械を適切に管理するとともに、使用

するときは、事故防止に努めなければならない。 

５ 林業機械を転貸してはならない。 

６ 林業機械を申請書に記載した目的以外に使用してはならない。 

７ 貸出期間を遵守し、期限までに返却しなければならない。貸出期間内に返却できない

ときは、町担当課職員にその旨を速やかに申し出て指示を受けなければならない。 

 

（返却遅延に関する留意事項） 

１ 使用者は、貸出期間内に返却できないときは、町担当課職員にその旨を速やかに申し

出て指示を受けなければならない。 

２ 町長は、使用者が前項の申出がないまま期限を超過した場合は、超過時間に応じた貸

出料を徴収することができる。 

３ 町長は、使用者が正当な理由なく返却が遅延した場合は、以後の貸出を制限すること

ができる。  



様式第３号（第５条関係） 

 

白川町林業機械返却確認書 

 

年  月  日 

 

白川町長 様 

 

使用者 住  所  

                  氏  名 

（団体名）  

                  電話番号             

 

下記のとおり、貸出しを受けた林業機械を返却しました。 

 

１ 貸出機械 

 

２ 貸 出 日      年  月  日 

 

３ 返 却 日      年  月  日 

 

４ 貸出時アワーメーター値      時間 

 

５ 返却時アワーメーター値      時間 

 

６ 使用時間             時間 

 

７ 貸 出 料             円 

使用時間 × １時間当たりの貸出料（百円未満は切り捨て） 

 

８ 燃料補充状況   □満タン  □未補充 

 

９ 機械点検結果   □異常なし □異常あり（内容            ） 

 

 

確認者（町担当課職員）             印 


